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はじめに

本研究の目的は、 16世紀ドイツの紋章官であっ

たG.リュクスナ-の「トーナメント書」 (1530年)

の内容を分析することによって、その歴史的意義、

特にスポーツ史的意義を考察することである1)0

ドイツにおいて、槍や刀を武器に騎馬で戦う軍

事訓練が「固定した規則」を有する「戦闘遊技

(Kampfspiel)」としての「トーナメント(Turnier)」

(騎馬戦)2)として登場するのは、 J.フレッケンシュ

タインが明らかにしたように3)、 12世紀であった。

しかし、このようなトーナメントに関する著作が

作成されるようになるのは、 15世記後半から16世

記である。例えば、神聖ローマ皇帝マクシミリア

ン1世は有名な画家であるHプルクマイル(息

千)にトーナメントに関する豪華な細密画を措か

せ、バイエルン公ウイルヘルム4世も画家オステ

ンドルファーにトーナメントを措かせ、さらにア

ウグスブルクの都市貴族であるM.ヴァルターも

トーナメントに関する豪華な細密画を作成してい

る4)。こうした細密画による著作の他に、 J.'Jユツ

ゲン、 W.vonライデンプッハ、 M.ヴユルズンク、

L.vonアイプらは、いわゆる「トーナメント年代

記」を残している5)。こうしたトーナメント書の

中でも最も有名かつ包括的なのは、 1530年に出版

されたG.リュクスナーの作品である。というの

は、彼の著作は、後述するように、 938年から

1487年の間の36回のトーナメントを記述しており、

しかも今日に至るまで繰り返し再版や復刻版が刊

行されているからである。

リュクスナ-のトーナメント書に関しては、

L.A.F.von　グンペンベルクやL.クーラスのを初め

てとして数多くの歴史家が内容の分析を行ってい

る6)。しかしながら、これら従来の研究は、系譜

学の観点から本書で言及されているトーナメント

が歴史的事実であるかどうかという点に焦点が当

てられており、トーナメントにおける競技方法や

競技規則というスポーツ史的な観点からの分析は

なされていない7)。そこで、本研究では、今後の

トーナメント史研究の第一歩として、本書の史料

的意義を分析するために、次のような課題を設定

した。 1)紋章官としてのG.リュクスナ一、 2)トー

ナメント書の刊行、 3)トーナメント書の内容、 4)

内容の信頼性、 5)トーナメント規則の内容。

1.紋章官ゲオルグ・リュクスナー

著作の中で自らを「紋章官にして紋章精通者、

別名ヒエルサレム」3)と称するゲオルグ・リュク

スナ- (Georg Riixner)の経歴に関しては、次

の点が明らかにされているだけである(1) 1519

年にフランクフルトaM.で開催された神聖ロー
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マ皇帝(カール5世)の選定会議に関する報告書

を作成しており、従って皇帝マクシミリアンの時

代には「帝国紋章官」 (Reichsherold)であった9)。

(2)ニュルンベルクの1525年と1526年の都市会計

帳簿に彼の名前が見られ、 「神聖ローマ皇帝の紋

章官」あるいは「皇帝の紋章官エルサレム」と記

載されている。特に、 1526年の会計帳簿からは、

彼が1198年のニュルンベルクでのトーナメントに

関する記録をニュルンベルク参事会に提出したこ

とが明らかになる　(3)彼の著作から、彼は

1530年には「ライン宮中伯とバイエルン公にして

シュパンハイム伯であるヨハン2世」に仕えてい

た紋章官であったことが明らかになる1】)。このよ

うに、リュクスナ-が「エルサレム」 (Jerusalem)

という別名を有する紋章官であったこと以外には、

生没年も含めて彼の詳細な経歴については不明で

SH!

ところで、 「紋章」 (Wappen)は、家族あるい

は団体の「彩色された図章徽章」 (farbiges

Bildkennzeichen)である。楯や兜に描かれる紋

章は、個々の戦士を視覚的に確認できる日印とし

て、十字軍と関連して12世紀前半に登場した。し

かし、 13世紀になると、紋章は「家族全体の相続

しうる徽章」となり、封建制における相続問題と

関連して「法的拘束力を持つ安当性」を獲得し

た　15世紀になると、紋章を着用する習慣は額

邦貴族だけでなく都市貴族にも拡大した。この時

代になると、戦闘技術と武装の変化によって、紋

章は戦士を区別する徽章という本来の意味を失い、

トーナメントにおいて家系を証明する徽章として

大きな役割を果たすようになった。同時に、この

ような徽章としての紋章の図柄は複雑化し、その

解釈には特別な知識が必要であった。この知識を

有するq)が紋章官であり、皇帝や国王などの貴族

は独自の紋章官を任命していた。

トーナメントにおいて重要な役割を果たした紋

章官の仕事は、 「トーナメントへの招待、参加者

のトーナメント資格の決定、トーナメント規則や

宮廷作法及び騎士的徳の厳守の監視、年代記と紋

章書の作成、紋章学に従った新たな紋章の作成、

紋章誤用への処罰、封土や貴族に関する訴訟の裁

定、決闘の際の挑戦状の手交」などであった-3).

2. Fトーナメント書jの刊行

リュクスナ-はrトーナメント書」を作成する

動機について、次のように述べている】4)0 「アウ

グスブルクの市民であるマルクス・ヴユルズンク

が、ザルツブルク修道院の大勝頭であり騎士であ

るヒュ-プルクのハンス・フォン・デア・アルペ

ンを讃えるために、トーナメントと呼ばれる騎士

遊戯の規則を紹介するパンフレットを印刷させた」。

しかし、このパンフレットは「系譜を悪用した罪

人によって誤った方向に導かれており、私には決

して信頼できるものとは思われない」。そこで、

彼は本書の誤りを正し、ドイツ貴族を諾えてより

正確なトーナメント書を作成することを自らの義

務とした。

このように、リュクスナーの直接の動機は、ヴユ

ルズンクのトーナメント書15)の誤りを正すことに

あった。しかし、その背景には、一方では上述の

ニュルンベルクの事例に見られるように、自らの

家系が貴族に由来することを証明したいという都

市の市民、特に都市貴族の願望があり、他方では

後述するように、都市貴族によるトーナメント参

加を排除しようとする貴族の企てがあった。従っ

て、貴族と都市貴族の双方にとって「系譜学」は

非常に重要であり、トーナメントに参加した貴族

の名前が列記されているリュクスナ-のrトーナ

メント書J　は、系譜学からも貴重な図書であっ

tz"

リュクスナ-のトーナメント書は「ドイツ国に

おけるトーナメントの始まりと起源と由来」

(An fang: vrsprung: vnnd herkommen des

Thurnirs in Teutschen Nation)というタイト

ルを有し、 「出版業を営み、ジーメルン宮中伯宮

廷書記であるヒエロニムス・ロードラーによって

印刷され、 1530年10月最後の日に完成した」17)。

本書の出版者であるH.ロードラーは、既に1532

年と1533年に再版を刊行している。
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リュクスナ-のトーナメント書は、ロードラー

の死(1539年)後も今日まで数多くの抜粋版が刊

行されている　1566年にはフランクフルトa.M.

の有名な出版業者であるS.フアイエルアーベン

トが抜粋版を出版し、 1578年には1566年版の再版

を出版している18)。彼は1579年にも抜粋版を出版

し、 1586年にはラテン語版を出版している19)。さ

らに、 1590年にはB.タラモリヌムによって20)、

1628年にはM.ゼバステイアンによって21)、 1725

年にはS.G.シュバルテイスによって22)、 1766年に

はJ,ミューラーによって23)縮刷版が刊行され、第

二次世界大戦後も復刻版24)が出版されている。

3.『トーナメント書』の内容

H.ザックスのrトーナメント格言J(1541年蝣)25)

に大きな影響を及ぼしたリュクスナ-のトーナメ

ント書は表題、出版特許(20、前書き(2V-7V)、

序文(l'-280、本文(28MO2v)、索引(403r407r)

から構成されている。(表1を参照。本研究はバ

イエルン州立図書館が所蔵する1530年版のマイク

ロコピーと、1997年の復刻版に基づいている26)1
a
序論では、古代のギリシャとローマの歴史家や哲

学者の言説を引用しながら、トーナメントの起源

が論じられている。本論では、938年のマグデプ

ルクでの第1回トーナメントから1487年のヴォル

ムスでの第36回トーナメントまでと、1451年のニュ

ルンベルクのトーナメントの全部で37のトーナメ

ントが記載されているo各々のトーナメントに関

しては、最初にトーナメントの回数、主催者であ

る諸侯あるいは騎士団の紋章図、4人の大会委月

(Turnierkonig)の紋章図、開催地である都市の

紋章図が掲載され、続いて参加した貴族の名前と

共に競技の経過に関する記述が続く。

各々のトーナメントに関する記述から、次のよ

うな競技会開催の経過あるいは競技方法が明らか

になる27)先ず、トーナメントの主催者は、開催

の一年前までに「先発隊」(Turnierweber,vor-

reyser)を開催地となる都市に派遣する。彼ら先

発隊は都市当局とトーナメント開催に関するさま

ざまな問題を交渉する。例えば、参加者の安全の

確保、開催期間中の参加者の諸特権の確保、競技

施設の建設、開催期間中の警備、宿舎と飼い葉の

手配、舞踏館の手配、など。他方、トーナメント

参加を呼びかける「招待状」が紋章官によって各

地の諸侯や騎士団に伝えられる。

トーナメントに参加しょうとする者は、競技開

催前の日曜日には開催地となる都市の宿舎に到着

していなければならなかった2㌔月曜日には、全

参加者の登録受け付けの記名がなされる。同時に、

参加者の中から大会運営を指拝する「実行委員」

(Turniervogt) 、参加資格の審査(Helmschau)

と対戦の組み分け(Helmteilung)を行う老若男

女からなる「競技委員」 (Altestenrat)、競技の

際の紛争に対して白い棒を持って調停に当たる

r審判」 (Griefiwertel)が選出されたO火曜日に

は、兜と鎧及び剣などの武器の検査が行われると

同時に、参加資格である貴族身分の確認と、参加

者の組み分けが実施された。

競技は水曜日(あるいは木曜日まで)に実施さ

れた。試合に出場する騎士たちは、ラッパの合図

で、柵で囲まれた競技場に入場する29)。競技場の

中央には「綱」が張られており、 2組に分かれた

出場者はこの綱を挟んで対峠する。実行委貝の試

合開始の宣言の後、競技委員によって綱が切断さ

れ、競技が開始される。使用される武器は梶棒あ

るいは剣であり、競技時間は約2時間であった。

この主要トーナメント(Hauptturnier)が終了し

た後には、余興として単騎の騎馬戦が実施され

た30)。

競技が終わった夜には舞踏会と表彰(Dank)

を伴う宴会が行われた。宴会と舞踏会には参加し

た騎士たちに随伴している婦人や娘たちも参加し

た。表彰に際しては、競技委員に選出された女性

たちの中の4人の女性が、一等から四等までの賞

品を「勝者」に授与しtz-31)表彰された4人は次

回のトーナメント大会の実行委員を務めなければ

ならなかった。
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表1　rトーナメント書」の内容

丁 数 回 年月 日 開催都市 主催者 信頼性

lr 本のタイ トル

l▼ 皇帝 カール 5 世の紋章図

2r H . ロー ドラー が 152 7年 10月 4 日に皇帝 カール 5 世 より得 た出版特許状 の写 し

2▼-7▼ トーナメン ト書の序言

r -28 r トーナメン ト書の序論

28▼ー4 7r 1 9 38. 1.7 マ グデ プル ク 神 聖ローマ皇帝ハイン リツヒ 1 世 ×

47 r-6 0r 2 94 2.7 .4 ローテ ンプル ク フランケン大公 コンラー ト ×

60 v-6 9r 3 94 8. ll.7 コンスタンツ シユヴアーベ ン大公ル ドルフ ×

69 -7 7r 4 96 9. 12.6 メルゼプル ク マイセ ン辺境泊 リダ ック ×

77 -8 5▼ 5 99 6. 1. 13 ブラ ウンシユダアイク ザクセ ン辺境泊ル ドル フ ×

86r-9 5r 6 10 19. 2.9 トリー ア 神 聖ローマ皇帝 コンラー ト2 世 X

95▼- 104 r 7 10 42一5.4 ノ、レ 神 聖 ローマ皇帝ノ、イ ン リツヒ 3 世 ×

10 4▼ー1 14▼ 8 10 80. 8. 16 ア ウグスブル ク シユヴアーベン大公ヘルマン ×

115 - 124 r 9 1 119. l l. 7 ゲ ッテ ィンゲン ザクセ ン大公ル ドル フ ×

124 -152 r 10 1165. 12 .6 チュー リッヒ バ イエル ン大公 ヴエル フエン ×

152▼-16 1' l l 1179. 1. 7 ケル ン へ ンネ ガウ伯 フロー レンツ ×

172し19 2Y 12 1 198. 2.9 ニユノレンべ′レク 神聖 ローマ皇帝パイン リツヒ 6 世 ×

193し202 r 13 12 09. 2.9 ヴオル ムス ライン騎士団 ×

202 -2 12 " 14 12 35. l l.4 ヴユル ツプル ク フランケン騎士団 ×

213「2 18 r 15 12 84. 10 .3 レー ゲンスプル ク バ イエル ン騎士団 ○

218▼-22 4r 16 1296. 8. 14 シユ ダアイ ンフル ト フランケン騎士団 ○ l

224▼一22 9▼ 17 131 1.8. 30 ラ ヴエンスプル ク シユ ヴアーベ ン騎 士団 ×

230 rー234 " 18 1337. ll.2 インゲルハイム ライン騎士団 ×

235 r- 24 3r 19 13 62. 1. 10 バ ンべ′レク フランケン騎士団 ×

243 T-252 r 20 13 74. ll.13 エ ス リングン シユ ヴアーベン騎士団 ×

252▼-26 2r 2 1 1392. l l.4 シャ ツフハ ウゼ ン シユ ヴア.ーベ ン騎士団 ○

262 -26 7r 22 1396. 8.2 9 レーゲンスプル ク バイエル ン騎士団 ○

267▼ー2 75▼ 23 14 03. 2.4 ダル ムシユタツ ト ライン騎士団 ○

276 -28 1r 2 4 14 08. 10 .1 ハイル プロン シユヴアーベン騎士団 ×

28 1 -28 5r 2 5 14 12. 10 .25 レー ゲンスプル ク バイエル ン騎士団 ×

285▼ー29 0▼ 26 14 36 シエツ ツ トガル ト ヴユルテ ンベル ク伯 ウル リツヒ X

29 1 -29 5▼ 27 14 39 ランツフ一 .ト バイエル ン大公 ルー ドヴイッヒ × .

300 -3 18▼ 28 1 47 9.1 .6 ヴユル ツプル ク フランケン騎士団 ○

319 -32 2r 29 14 80. 8.2 9 マインツ ライン騎士団 ○

322▼-344▼ 30 14 8 1. 8.2 6 ハイデルベル ク ライ ン騎士団 ○

345 -35 3* 3 1 14 84. 1. 12 シユツ ツ トガル ト シユ ヴアーベ ン騎士団 ○

354し3 59r 32 1484 .9 .7 イ ンゴル シユタツ ト バイエル ン騎士団 ○

359▼ー3 77r 33 14 85 .8 .22 オ ノル ツバ ッハ フランケン額士団 ○

37 7▼-3 87r 34 1486 . 1.10 バ ンべノレク フランケン騎士団 ○

387▼一39 4▼ 35 14 87 .8. 19 レーゲンスプル ク バイエル ン騎士団 ○

395 -4 02r 36 1487 .8. 19 ヴオル ムス ライン騎士団 ○

296 rー2 99▼ 145 1.3 .7 ニユ′レンベ′レク ブランデ ンブル ク辺境泊アル ブ レヒ ト ○

402▼ ジー メル ン市の紋章図

40 3 -4 07r 索 引、丁づ けな し

40 7▼ 出版者、出版 地、出版年
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4.内容の信頼性

リュクスナ-のトーナメント書は、貴族の系図

学に大きな影響を及ぼした。しかし、彼が本書に

おいて言及している史料は、上述のM.ヴユルズ

ンクの著作だけである。 H.シュタムやL.A.F. von

グシペンベルクの研究が明らかにしているよう

に32)、リュクスナ-のトーナメント書以前に、例

えばJ.リュッゲン(1495)、 W.vonライデンプッ

ハ(1510)、 Lvonアイプ(1519)らによる圧-

ナメント年代記」33)が作成されているが、リュク

スナ-の著作にはこれらの著作に関する言及は見

あたらない。また、個々のトーナメントの歴史に

関する史料や記録に関する言及も見あたらない。

グンペンベルガーが指摘するように、既に16世

紀後半には、 J.シュツンプフやW.フントあるい

はM.E.シュパンゲンベルクが、リュクスナ-の

トーナメント書の信頼性に対して疑念を表明して

いる。また、 1728年に刊行された著者不明の小

冊子は、 W.フントやJ.シュツンプフあるいはM.

E.シュパンゲンベルクなどの言説を引用しながら、

リュクスナ-の信頼性に疑問を投げかけている35)。

さらに、ニュルンベルクの参事会書記であるJ.ミュー

ラーは、 1766年に刊行した著作の中で、年代記な

ど様々な文書に基づいてリュクスナ-の叙述の信

頼性を詳細に検討している36)。他方で、 19世紀に

なってもE.Rクネシュケのr新ドイツ貴族事典」

はリュクスナ-の叙述をそのまま受け入れてい

る37)。

ところで、 L.A.F.vonグンペンベルガーは「トー

ナメントでのグンペンベルガー家の人々J (1862)

と題する著作におて、自らの祖先の系譜の確認を

目的として、リュクスナ-のトーナメント書の信

頼性を、さまざまな史料に基づいて検証してい

る33)。即ち、彼はW.vonライデンプッハやL.von

アイプあるいはM.ヴユルズンクらのトーナメ

ント年代記、 W.フントらの系譜書、 H.ミューラー

(ニュルンベルク)らの都市年代記、同時代のさ

まざまな文書、これらに依拠しながら、リュクス

ナ-の著作において言及されている全部で37のト-

ナメントに関する信頼性を検証している。彼によ

れば、次のトーナメントが同時代の史料によって

確認される。 1284年のレ-ゲンスプルク、 1296年

のシュヴァインフルト、 1392年のシャツフハウゼ

ン、 1396年のレ-ゲンスプルク、 1403年のダルム

シュタット、 1479年のヴユルツプルク、これ以後

の8回のトーナメントo (表1における「信頼性」

の欄を参照。)

5.トーナメント規定

リュクスナ-のrトーナメント書j　には、トー

ナメントの競技規則とも言える3つの「トーナメ

ント規則」 (Turnierordnung)、即ち1479年のヴユ

ルツプルク規則(Bl. 301r-308r)、 1481年のハイデ

ルベルク規則(Bl. 333r-335")、 1485年のパイルブ

ルン規則　BL 372v-377r)が所収されている。こ

れらのトーナメント規則はリュクスナ一による創

作ではなく、 L.A.F.vonグンペンベルクやH.シュ

タムの研究が示しているように、 W.von　ライデ

ンプッハやLvon　アイブのトーナメント書にも

採録されている39)。この意味では、リュクスナ-

のトーナメント書における3つのトーナメント規

則に対する史料的意義は確定している、と言えよ

う。

経済的・政治的・軍事的に困難な状況に置かれ

ていた15世紀の預邦貴族にとって、トーナメント

は彼らの社会的地位を誇示する重要な祝祭であっ

たOこのため、彼らは「トーナメント団体」を結

成し、 「トーナメント規則」を制定して、特に都

市貴族のト-ナ云ント参加を排除しようとしtz*

1478年、ラインラント・シュヴァ-ベン・フラン

ケン・バイエルンの4つのトーナメント団体の代

表は、バンベルクの会議において従来の規定を総

括した新しい規定(「バンベルク規定」)を制定し

た41)。この規定は翌年のヴユルツプルクにおける

トーナメント大会から適用された。この規定は、

その後、 1481年のハイデルベルク会議、 1485年の

パイルプルンでの会議において修正が加えられ

た42)。
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3つのトーナメント規則においては、個々の相

違はあるにせよ、次のような内容が規定されてい

る(1)参加者及び同伴女性の華美な服装の禁止O

金糸銀糸が刺繍された衣服の着用や、金銀あるい

は真珠のネックレスの着用などは禁止された。

(2)犯罪者の排除。偽証罪、戦場からの逃亡、名

誉致損、女性-の侮蔑、高利貸し、殺人、謀反、

教会への侮蔑、姦淫などの罪を犯した者は、トー

ナメント参加を拒否された(3　貴族でない者の

排除。 4代に遡って貴族であることを証明できな

い者、都市において市民となった者、商業に従事

する者、貴族ではない女性と結婚した者などは、

トーナメント参加を拒否された。 (4)剣の検査。

剣の幅と切っ先の形が検査された。 (5)罰則。規

則に違反した者は、参加者による侮蔑や舞踏会-

の参加禁止、あるいは馬と馬具の没収などの処罰

を受けた。また、彼らは競技場の柵の上に座らさ

れて、参加者から屈辱されたり、以後のトーナメ

ント-の参加を禁止された。

3つのトーナメント規則から上述のような内容

を知ることが出来るが、例えば攻撃方法の制限や

勝者の決定方法などに関する規定は見あたらない。

おわりに

リュクスナ-の「ト-ナメント書目ま、その刊

行以来今日まで、貴族の家系を明らかにするとい

う系譜学的な観点から繰り返し着目されてきた。

しかしながら、本書の内容の信頼性には、刊行当

初から疑念が投げかけられていた。とは言え、既

にLA.F.von　グンペンベルクの調査が示すよう

に、本書はリュクスナ-の完全な想像の産物では

an

他方、歴史的事実であると確認されたトーナメ

ントに着目して、スポーツ史的な観点(競技方法

や競技規則)から本書の意義を考察すると、次の

ことが言えるであろう　(1)本書から競技会開催

の準備(都市当局との交渉内容)、競技日程、参

加登詩や競技者の組み分け、競技開始の方法など

を知ることができ、特に15世紀後半のトーナメン

トにおける競技方法を解明する上で重要な史料で

あると言えよう　2　本書に所収されている15位

紀後半の3つのトーナメント規則から参加資格や

使用武器あるいは罰則などを知ることができ、こ

の時代のトーナメントにおける競技規則を解明す

る上で重要な史料であると言えよう。

しかしながら、現代のスポーツ大会をモデルに

して本書における競技方法や競技規則を検討する

と、例えば対戦の際の組み分けの方法、試合にお

ける攻撃方法と罰則、勝者の決定方法とその基準

などなど不明な点が多く、この点に本書のスポー

ツ史的意義の限界があると言えよう。
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